
区部ユース・プラザ（仮称）整備等事業

入札公告関係資料に関する質問への回答（第2回）

平 成 １４年 １月 １８日

東 京 都



タイトル 質　　　問 回　　　答

頁

1

全体計画

5
(5)

全体計
画

オ
その他

(イ）～(エ)

本事業用地に関わる塩害、メ
タンガス他、地盤沈下による
被害は用地特有のものであ
り、事業者としては具体的な
対策をたて施工したにもかか
わらず被害が発生した場合の
損害の費用負担は不可抗力リ
スクとみなし東京都が負うも
のと考えてよろしいでしょう
か。

契約書案第11条、第22条に基づき、都
が負担します。

2

施設設計要求
水準
既存棟施設仕
様 18 第2-4

(2)
機能変

更

浴場、プールなどで使用する
ロッカー利用料金はどの様に
お考えになられていますで
しょうか？

ロッカー利用料金については、都とし
て特に指定することはありません。事
業者が任意で設定してください。

3

運営業務要求
水準
施設提供業務

26 第3-2

(7)
その他
の留意
事項

イ
スポーツ施

設

（ア）屋内プールの監視業務
で開業時間は年間ベースでど
の様にお考えになられていま
すでしょうか？

業務要求水準書において、活動施設
（文化・学習施設及びスポーツ施設）
の利用時間については、原則として
9:00～22:00とし、開館日については通
年としています。これ以外の時間の活
動施設の提供については事業者の判断
によりおこなってください。
したがって、屋内プールの開業時間は
これらのことを踏まえて、事業者が設
定してください。

4

運営業務要求
水準
施設提供業務

26 第3-2

(7)
その他
の留意
事項

イ
スポーツ施

設

（ア）屋内プールの監視業務
で何人でローテーションを組
むのかどの様にお考えになら
れていますでしょうか？

プールに関する基準に関しては、東京
都プール等取締条例等で定められてい
ますが、水泳監視員については、適当
数配置するとされており、人数につい
ての規定は特にありません。プールの
監視業務については、プールの規模、
目的、利用人数等の条件を考慮して、
事業者の判断で適切な人数及びロー
テーションをお考えください。

尚、現在の夢の島総合体育館での屋内
プール監視業務体制を以下に示しま
す。また、その委託内容を別紙1に示
しますので、参考としてください。
監視員のローテーションについては、
午前・午後・夜間の３交代制で行って
います。人数については、季節と曜日
に応じて増減しています。（別紙１
「業務従事者の配置数」参照）

業務要求水準書該当箇所
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タイトル 質　　　問 回　　　答

頁

業務要求水準書該当箇所

5

維持管理業務
要求水準
施設提供業務

35 第4-1
(2)

計画修
繕

既存棟屋根が、塩害等によ
り、公称材令より早く劣化し
て不具合が出た場合は、都の
負担になるのでしょうか。

既存棟については、別冊4の長期修繕
計画を参考にしながら、事業者の判断
により計画的な修繕の実施をお願いい
たします。塩害などの影響等も考慮し
て計画を作成してください。ただし、
当初合理的に予想し得ない事由で既存
棟屋根が劣化した場合には、大規模修
繕として都が負担いたします。

6

維持管理業務
要求水準
施設提供業務

35
(2)

計画修
繕

プール上部天井が、消毒用塩
素ガス等により、公称材令よ
り早く劣化して不具合が出た
場合は、都の負担になるので
しょうか。

既存棟については、別冊4の長期修繕
計画を参考にしながら、事業者の判断
により計画的な修繕の実施をお願いい
たします。消毒用塩素ガスなどの影響
等も考慮して計画を作成してくださ
い。ただし、当初合理的に予想し得な
い事由でプール上部が劣化した場合に
は、大規模修繕として都が負担いたし
ます。

7

維持管理業務
要求水準
施設提供業務

35
(2)

計画修
繕

体育館床の張り替えについて
は、全面張り替えをせず、不
都合が出ない程度に、その都
度の補修で構わないでしょう
か。

メインテナンスの強化など事業者の創
意工夫により事業期間中に全面張替え
の必要がないと判断されるのであれ
ば、その都度の補修により対応する計
画でも構いません。

8

維持管理業務
要求水準
施設提供業務

35
(2)

計画修
繕

既存棟に関するデューデリ情
報、建物診断情報を開示して
いただけませんか。
現状では、リスクを多く見込
んだ数字となってます。

既存棟に関しては、必要な改修箇所等
については現況等を考慮して別冊１～
４として公表していますので、これら
と、事業者の現地調査等により判断し
てください。
なお、耐震診断の結果については、随
時閲覧が可能です。閲覧を希望される
場合は、教育庁生涯学習部ユース･プ
ラザ開設準備担当（TEL.03-5320-
6868)までご連絡ください。

9

維持管理業務
要求水準
施設提供業務

35
(2)

計画修
繕

当該敷地の汚染状態が把握さ
れていないのに、出た場合
は、事業者負担となっていま
す。そのため、より詳細な土
質調査報告書（デューデリ情
報）が必要ですが、それらを
開示していただけませんで
しょうか。

契約書案第11条により、土地の瑕疵担
保責任は、都が負うこととしていま
す。
土地の状況については、既に「区部
ユース･プラザ（仮称）増築及び改修
地盤調査報告書」を公開しており（業
務要求水準書P.5参照）、これから合理
的に推測できるもの以外は、事業者負
担とはなりません。



別紙１

Ⅳ 屋内プール監視業務

１ 委託の概要

２５ｍプール・初心者プール・幼児用プール・ウォータースライダーの監視業務。

２ 委託期間

平成１３年４月１日 ～ 平成１４年３月３１日

３ 開設期間及び公開時間

１ 開設期間

平成１３年４月１日 ～ 平成１４年３月３１日

① 除外期間

休館日24日＋年末・年始休館日７日＋熱供給停止期間26日+水入替等2日＝５９日間

② 開設（業務従事）日数

除外日数を除く ３０６日間 （３６５日－５９日）

２ 公開時間

午前９時００分 ～ 午後９時００分

４ 勤務時間

午前９時００分 ～ 午後９時００分

５ 業務従事者の資格と業務態勢

１ 業務従事者の資格基準

本業務従事者の資格基準は次のとおりとする。

① 総括責任者

本業務に携わる者は、日本赤十字社の水上安全法救助員の資格を有し、かつ

日本体育施設協会の水泳場指導管理士又は日本水泳連盟のアシスタント指導員、

水泳スポーツ指導員（Ｃ級）等の資格を有するものとする。

② 監視員

本業務に携わる者は、日本水泳連盟のアシスタント指導員、又は日本赤十字

社の水上安全法救助員の資格を有する者、又は、１００ｍ以上の泳力者で、健

康で緊急事態発生時に十分対応できるものとする。

なお、資格を有しない監視員については、資格取得に努めることとする。

２ 業務従事者の配置態勢

本業務従事者の配置は、別紙のとおりとし、配置体制は下記のとおりとする。

・ 総括責任者 （総括）

・ 監視員－①指令ｾﾝﾀｰ(C) ②ﾀﾜｰ 監視(T) ③場内監視(P)

（注）業務従事者（契約配置数）は混雑状況にあわせて上記の各ポジションに適正割合

で配置する。その際常時各ポジションに最低１名以上を必ず配置するものとする。

（注）ウォータースライダー運営時は、最低４ポイントの監視員を配置する。

（注）有資格者は、総括責任者を含め常時２ポイント以上を配置する。

６ 業務内容等

１ 総括責任者

① 諸業務を総括するものとする。

業務の円滑化を図るため、業務内容を熟知し、適正な人員配置を行い、従事者

の服務を監督・指導し、利用者の事故防止に万全を期するよう常に留意すること。

② 館と定期的に連絡会(ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ)を持ち、屋内プール運営に関する諸連絡・協議を

行い、連携を密にするとともに、業務遂行に遺漏のないように万全を期する。

③ 消耗品、備品の点検、管理を行うこと。

④ 業務終了後、諸業務の日報を整理し、館に提出する。

⑤ 監視業務を円滑に遂行するために、監視員間の連携をとり、定期的に連絡会（
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ミーティング）を行うこと。

２ 監視員

① センター指令（Ｃ）

常時、プール全体の管理について注意を払い、混雑状況や水温・気温・水質

変化を把握し、必要に応じ、適切な判断でタワー監視等に指示するものとする。

② タワー監視（Ｔ）

常時、プールに注視し、特に自己の監視範囲内の水面、水底に留意し、溺者

等の事故防止に努めるものとする。

③ 場内監視（Ｐ）

プ－ル、ウォータースライダー、シャワ－室、更衣室、便所及びプール入口等あ

らかじめ巡回経路または配置場所を定め、利用者の入館状況や動向を注視し、利用

者指導及び事故を未然に防止するための監視に努めるものとする。

また、巡視中遺失物を発見した時、又は届け出を受けた時は、総括責任者を

とおして館に連絡する。

３ 日誌等の作成

プール日誌、事故日誌を作成すること。

４ 緊急事態発生時等の措置

プールでの緊急事態は、種々想定されるが、いずれの場合においても、常に冷

静かつ沈着で、かつ速やかに事態に対処しなければならない。

① 溺者を発見した者は、ただちに笛を吹くとともに、総括責任者等にその位置を

知らせる。

発見者が救助できる位置にいたときは、自ら救助し、他の監視員が近いときは

その者に委ねる。

② 第一救助者（溺者の身体にふれた者）は、容体を判断し、それを他の監視員に

連絡する。

③ 溺者発生の時指令は、タワー監視・場内監視・監視員室等の各従事者に連絡す

るとともに、救助に当たる者に該当位置を放送等で指示し、同時にプール利用者

全員をプールサイドに引き上げる等速やかに応急の処置を行う。

④ 総括責任者は、事故処理が完了したときはプ－ルを再開する。

⑤ 溺者の症状が重い場合の措置

ア 総括責任者は、溺者の症状が重いと判断したときは、直ちに館に連絡し、館

及び看護婦の応援を求め、救急車の手配を依頼する。

イ 救急隊が来るまで、人工呼吸・保温マッサージ等応急措置を行い溺者は動か

さないこと。

ウ プールサイド・シャワー室等で事故が発生したときは、利用者に支障がない

限り、プールは閉鎖しない。

⑥ 緊急事態発生時等の連絡

事故発生 監視員室 事務室・医務室

救急車又は病院（指定病院）への連絡

５ 汚物等の処理

プールで汚物等が発生したときは、ただちに館に連絡するとともに速やに処

理するものとする。
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72

６ 救助訓練の実施

受託者は、監視業務従事者を集め、集中的、集団的に救助訓練を実施するこ

ととする。

救助訓練は、一般的救助知識の修得と共に事故発生時の模擬訓練を行うもの

とし、実施回数は、月１回各４時間、平均参加人員１２名とする。

年間の実施回数は、１２回とし延べ人員１４４人が参加しなければならない。

訓練実施に伴い、休館日の９時００分から１７時００分まで館プ－ルの使用

を無償で提供する。

７ 安全の確保

監視業務従事者は、人命を預かるため事故防止に万全を期するとともに健康な

状態で業務を遂行する。

７ 保険の加入

受託者は、施設管理賠償責任保険に加入することとする。

（１事故１億円、死亡７０００万円、その他治療費等全額支給）

８ 品位の保持

本業務の従事者は、利用者の応対等には的確かつ迅速に対応し、館の品位を傷つ

けないよう努めるものとする。

９ 制服の着用

本業務の従事者の水着等の服装は、受託者の指定した統一したものを着用させる

ものとする。

10 消耗品等

本業務に必要な消耗品等、軽微な物については受託者が負担するものとする。

また、備品の管理を行い、汚損、殷損、紛失を発見した場合は館に報告する。

11 貸与品

従事者のロッカー室（10.2㎡）、ロッカー５基及び下足箱１基

12 障害者対応

業務従事者のうち１名以上は下記に定める研修又はこれに類する研修を受講した

者を配置すること。又は業務従事者のうち１名以上を平成１３年４月１日から同

年１２月３１日までに、下記のいずれかの研修に参加させること。

研修の名称 主催者（実施場所） 開催予定時期

東京都障害者スポーツ指導員 東京都（東京都障害者総合ス ６月、１１月

講習会 ポーツセンター）

身体障害者スポーツ指導員養 全国身体障害者総合福祉セン 未定

成研修会 ター（戸山サンライズ）

「平成13年度 夢の島総合体育館建物業務委託仕様書」 より



業務従事者の配置数

月 月

1 日 日 火 平 金 平 日 日 水 平 土 土 月 平 木 平 土 土 火 休館 金 平 金 平 1

2 月 休館 水 平 土 土 月 休館 木 平 日 日 火 休館 金 平 日 日 水 休館 土 土 土 土 2

3 火 平 木 祝 日 日 火 平 金 平 月 休館 水 平 土 祝 月 休館 木 休館 日 日 日 日 3

4 水 平 金 祝 月 休館 水 平 土 土 火 水替 木 平 日 日 火 休館 金 平 月 休館 月 休館 4

5 木 平 土 祝 火 平 木 平 日 日 水 平 金 平 月 休館 水 平 土 土 火 平 火 平 5

6 金 平 日 日 水 平 金 平 月 平 木 平 土 土 火 平 木 平 日 日 水 平 水 平 6

7 土 土 月 休館 木 平 土 土 火 平 金 平 日 日 水 平 金 平 月 休館 木 平 木 平 7

8 日 日 火 中止 金 平 日 日 水 平 土 土 月 祝 木 平 土 土 火 平 金 平 金 平 8

9 月 平 水 中止 土 土 月 平 木 平 日 日 火 平 金 平 日 日 水 平 土 土 土 土 9

10 火 平 木 中止 日 日 火 平 金 平 月 平 水 平 土 土 月 平 木 平 日 日 日 日 10

11 水 平 金 中止 月 平 水 平 土 土 火 平 木 平 日 日 火 平 金 平 月 祝 月 平 11

12 木 平 土 中止 火 平 木 平 日 日 水 平 金 平 月 平 水 平 土 土 火 中止 火 平 12

13 金 平 日 中止 水 平 金 平 月 平 木 平 土 土 火 平 木 平 日 日 水 中止 水 平 13

14 土 土 月 中止 木 平 土 土 火 平 金 平 日 日 水 平 金 平 月 祝 木 中止 木 平 14

15 日 日 火 中止 金 平 日 日 水 平 土 祝 月 休館 木 平 土 土 火 平 金 中止 金 平 15

16 月 休館 水 中止 土 土 月 休館 木 平 日 日 火 平 金 平 日 日 水 平 土 中止 土 土 16

17 火 平 木 中止 日 日 火 平 金 平 月 休館 水 平 土 土 月 休館 木 平 日 中止 日 日 17

18 水 平 金 中止 月 休館 水 平 土 土 火 平 木 平 日 日 火 平 金 平 月 休館 月 休館 18

19 木 平 土 中止 火 平 木 平 日 日 水 平 金 平 月 休館 水 平 土 土 火 中止 火 平 19

20 金 平 日 中止 水 平 金 夏祝 月 休館 木 平 土 土 火 平 木 平 日 日 水 中止 水 平 20

21 土 土 月 休館 木 平 土 夏土 火 平 金 平 日 日 水 平 金 平 月 休館 木 中止 木 祝 21

22 日 日 火 平 金 平 日 夏日 水 平 土 土 月 平 木 平 土 土 火 平 金 中止 金 平 22

23 月 平 水 平 土 土 月 夏平 木 平 日 日 火 平 金 祝 日 日 水 平 土 中止 土 土 23

24 火 平 木 平 日 日 火 夏平 金 平 月 祝 水 平 土 土 月 祝 木 平 日 中止 日 日 24

25 水 平 金 平 月 平 水 夏平 土 土 火 平 木 平 日 日 火 平 金 平 月 中止 月 平 25

26 木 平 土 土 火 平 木 夏平 日 日 水 平 金 平 月 平 水 平 土 土 火 中止 火 平 26

27 金 平 日 日 水 平 金 夏平 月 平 木 平 土 土 火 平 木 平 日 日 水 平 水 平 27

28 土 土 月 平 木 平 土 夏土 火 平 金 平 日 日 水 平 金 休館 月 平 木 平 木 平 28

29 日 日 火 平 金 平 日 夏日 水 平 土 土 月 平 木 平 土 休館 火 平 金 平 29

30 月 祝 水 平 土 土 月 夏平 木 平 日 日 火 平 金 平 日 休館 水 平 土 土 30

31 木 平 火 夏平 金 平 水 平 月 休館 木 平 日 日 31

月

平日 13 Ｐ 14 Ｐ 14 Ｐ 14 Ｐ 18 Ｐ 14 Ｐ 14 Ｐ 13 Ｐ 13 Ｐ 13 Ｐ 13 Ｐ 13 Ｐ

土曜 16 Ｐ 16 Ｐ 18 Ｐ 21 Ｐ 21 Ｐ 18 Ｐ 16 Ｐ 16 Ｐ 16 Ｐ 16 Ｐ 16 Ｐ 16 Ｐ

日祝 16 Ｐ 18 Ｐ 18 Ｐ 24 Ｐ 24 Ｐ 18 Ｐ 18 Ｐ 16 Ｐ 16 Ｐ 16 Ｐ 16 Ｐ 16 Ｐ

夏平 18 Ｐ 　例

夏土 21 Ｐ 　4月の平日13P＝午前4人、午後4人、夜間5人を意味します。

夏日 24 Ｐ 午前=9:00～13:00　午後=13:00～17:00　夜間＝17:00～21:00

業
務
従
事
者
の
配
置
数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 11月10月 12月 ３月１月 ２月

３月９月 10月 11月 12月 １月４月 ５月 ６月 ２月７月 ８月
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